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参
加
を
希
望
さ
れ
る
方
は
直
接

会
場
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
事
前
に
ご
意
見
、
ご
要

望
な
ど
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

◆
開
催
日
時
・
場
所
（
定
員
）

１
．
11
月
２
日
㊏
13
時
30
分
～
16
時

30
分
・
市
役
所
市
民
室（
１
５
０
人
）

２
．
11
月
10
日
㊐
13
時
30
分
～
16
時

30
分・本
納
公
民
館（
１
０
０
人
）

◆
事
前
要
望
等
申
込
締
切

10
月
18
日
㊎

◆
申
込
方
法

件
名
、
内
容
、
氏
名
、
団
体
名
、

連
絡
先
を
明
記
し
、
郵
送
・
Ｆ
Ａ

Ｘ
・
ｅ
メ
ー
ル
の
い
ず
れ
か
の
方

法
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

お
申
し
込
み
、お
問
い
合
わ
せ
は
、

〒
２
９
７

−
８
５
１
１

茂
原
市
道
表
１
番
地

市
秘
書
広
報
課
（
３
階
）

Ｍkouhou@
city.m

obara.chiba.jp

☎
⒇
１
５
１
２
、Ｆ
⒇
１
６
０
１
へ
。

平
成
26
年
度

保
育
所
入
所
受
付
が
始
ま
り
ま
す

入
所
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
各

保
育
所
ま
た
は
市
子
育
て
支
援
課

で
申
込
書
な
ど
を
配
布
し
ま
す
の

で
、
事
前
に
お
受
け
取
り
い
た
だ

き
、
受
付
日
時
（
別
表
参
照
）
に
、

第
１
希
望
の
保
育
所
へ
直
接
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。

な
お
、
お
申
し
込
み
状
況
に

よ
っ
て
は
ご
希
望
に
添
え
な
い
場

合
も
あ
り
ま
す
。

◆
入
所
対
象
児

０
歳
（
生
後
57
日
）～
５
歳
児

◆
入
所
で
き
る
基
準

保
育
所
に
入
所
で
き
る
の
は
、

保
護
者
が
居
宅
内
外
の
仕
事
に
１

日
４
時
間
以
上
か
つ
月
15
日
以
上

従
事
し
て
い
る
場
合
や
、
出
産
、

病
気
、
病
人
の
介
護
な
ど
に
よ
っ

て
、
昼
間
保
育
で
き
な
い
ご
家
庭

の
お
子
さ
ん
で
す
。

お
子
さ
ん
を
保
育
で
き
る
保
護

者
（
祖
父
母
、
お
じ
、
お
ば
等
を

含
む
）
が
い
る
場
合
は
入
所
で
き

ま
せ
ん
。

◆
申
し
込
み
に
必
要
な
も
の

①
保
育
所
入
所
申
込
書

②
保
育
料
の
決
定
に
必
要
な
次
の

い
ず
れ
か
の
書
類

・
平
成
25
年
分
給
与
所
得
の
源
泉

徴
収
票
の
コ
ピ
ー（
勤
務
先
か

ら
発
行
後
に
提
出
）

・
平
成
25
年
分
所
得
の
確
定
申
告

書
の
コ
ピ
ー（
申
告
後
に
提
出
）

・
平
成
26
年
度
市
県
民
税
申
告
書

の
コ
ピ
ー（
申
告
後
に
提
出
）

※�

入
所
す
る
お
子
さ
ん
を
扶
養
し

て
い
る
保
護
者
の
所
得
税
額
が

０
円
の
場
合
は
、
右
記
い
ず
れ

か
の
書
類
と
併
せ
て
平
成
25
年

度
市
県
民
税
課
税
証
明
書
が
必

要
に
な
り
ま
す
。

③
保
育
で
き
な
い
こ
と
を
証
明
す

る
次
の
い
ず
れ
か
の
書
類

・
雇
用
証
明
書
（
仕
事
に
従
事
し

て
い
る
場
合
）

・
申
立
書
（
自
営
業
や
農
業
従
事

者
の
場
合
）

・
母
子
手
帳
な
ど
出
産
予
定
日
が

わ
か
る
部
分
の
コ
ピ
ー（
出
産

の
場
合
）

・
申
立
書
お
よ
び
診
断
書
ま
た
は

障
害
者
手
帳
の
コ
ピ
ー（
病
気
、

病
人
の
介
護
の
場
合
）

④
市
県
民
税
課
税
台
帳
閲
覧
同
意

書
⑤
印
鑑

◆
申
込
手
順

１
．
10
月
15
日
以
降
、
各
保
育
所

お
よ
び
市
子
育
て
支
援
課
に
、

入
所
申
込
書
、
雇
用
証
明
書
、

申
立
書
、
市
県
民
税
課
税
台
帳

閲
覧
同
意
書
を
用
意
し
て
あ
り

ま
す
の
で
、
事
前
に
窓
口
で
お

受
け
取
り
く
だ
さ
い
。
そ
の

際
、
必
要
に
応
じ
て
ご
説
明
し

ま
す
。

２
．
ご
記
入
い
た
だ
い
た
入
所
申

込
書
お
よ
び
そ
の
他
の
必
要
書

類
を
各
保
育
所
入
所
受
付
日
時

（
別
表
参
照
）
に
第
１
希
望
の

保
育
所
へ
直
接
持
参
し
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

◆
そ
の
他

・
お
申
し
込
み
の
際
は
、
入
所
を

希
望
す
る
お
子
さ
ん
を
お
連
れ

く
だ
さ
い
。

・
入
所
申
込
書
に
は
、
必
ず
第
３

希
望
の
保
育
所
ま
で
記
入
し
て

く
だ
さ
い
。

・
平
成
26
年
度
中
に
出
産
予
定
の

方
や
育
児
休
業
が
終
了
す
る
方

の
予
約
も
併
せ
て
受
け
付
け
ま

す
の
で
、
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。

・
年
度
途
中
の
入
所
相
談
は
随
時

行
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
各
保

育
所
の
状
況
に
よ
っ
て
は
、
入

所
で
き
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

・
保
育
時
間
は
原
則
と
し
て
平
日

は
８
時
～
16
時
、
土
曜
日
は
８

時
～
12
時
で
す
。

・
保
育
所
で
は
月
曜
日
か
ら
金
曜

日
ま
で
保
育
に
関
す
る
相
談
を

実
施
し
て
い
ま
す
の
で
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

お
問
い
合
わ
せ
は
、

市
子
育
て
支
援
課
（
２
階
）

☎
⒇
１
５
７
３
、Ｆ
⒇
１
６
１
０
へ
。

平成26年度保育所入所申込受付日時（別表）
保育園名 定員

（人） 受付日時
高師保育園

☎（22）2419 329 11月11日㊊〜30日㊏
午前：   9時〜12時
午後：13時〜16時
※土曜日は午前のみ

東茂原保育園
☎（23）6513 120

※ 上記、私立保育園の日程に来園できない場合は、直接
各保育園へお問い合わせください。

保育所名 定員
（人） 受付日時

新治保育所
☎（34）2286 60 12月 ３日㊋ ９時〜11時30分

本納保育所
☎（34）3155 150 12月 ３日㊋ 13時30分〜16時

鶴枝保育所
☎（22）4709 150 12月 ５日㊍ ９時〜11時30分

五郷保育所
☎（22）5539 90 12月 ５日㊍ 13時30分〜16時

朝日の森保育所
☎（22）3126 120 12月10日㊋ 13時30分〜16時

東郷保育所
☎（22）2832 180 12月12日㊍ 13時30分〜16時

二宮保育所
☎（22）4894 90 12月18日㊌ ９時〜11時30分

豊田保育所
☎（22）5056 120 12月18日㊌ 13時30分〜16時

中の島保育所
☎（24）1894 120 12月19日㊍ ９時〜11時30分

町保保育所
☎（22）2544 120 12月19日㊍ 13時30分〜16時
※ 上記、公立保育所の日程に来所できない場合は、平成26年

１月10日㊎までに市子育て支援課へお申し込みください。

市長と話し合う会を
開催します


